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実施プランとは 

「児童の放課後を豊かにする基本計画」における放課後対策を具体的に進めていくため、新た

に着手する取り組みや早期に実施すべきことを抽出し、事業の相乗効果が発揮できるよう具体

的な取り組みの考え方や方向性、スケジュールを明らかにしたもの。 
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１ 目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 放課後に関する事業のこれまでの取り組み状況 

 

事業・取り組み 現状等 

➀放課後子ども教室（４校先行実施） 

土曜日・三季休業期 

山田・蹉跎（委託）、川越・津田（直営） 

 

a.登録率 32％（438人/1,357人） 令和３年 10月 1日時点 

ｂ.登室状況については、コロナ禍の影響を受けているものの、土曜日より三季休業期

の平日の利用が多い傾向。 

c.保護者アンケート等により平日の開室を求める声が多い。 

d.参加した児童の家庭の満足度は肯定的回答が８９％ 

e.参加児童は低学年（１～３年）が６３％、高学年（４～６年）が３７％。 

②留守家庭児童会室 a.入室児童数は増加傾向(H27.4)3,579人→(R3.4) 4,743人 

ｂ.全児童数は減少しているが、留守家庭児童会室の入室率は年々増加しており令和

2 年度は 24.2％。また、１班あたりの児童数が基準の概ね 40 人に対し、50 人～

②子育て環境の充実 

土曜日や三季休業期を含む居場所

ニーズへの対応を図り、就学後に

おける子育て環境を充実すること

により、就学前・就学後を通した、

保護者の継続的な保育ニーズに対

応 

①子どもの育ちへの支援 

児童が放課後の時間を通じて、自

主性や社会性、創造性といった生

きる力を育み、可能性を広げるた

めの取り組みの推進 

③放課後の安全な居場所づくり 

不審者に対する不安や管理面、安

全面など、現在の社会情勢では自

由に遊べる場が限定されており、

安全な居場所が求められているこ

とから、すべての児童が安心して

過ごせる居場所づくりが必要 
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60人が令和３年は７６％以上となっている。 

c.低学年（１～３年）の利用が７７％、高学年（４～６年）は２３％。 

d.三季休業期（特に夏休み）の利用ニーズが高く、例年、夏休み後に退室する児童が多

い。令和３年１０月までの退室は５３３人。 

e. 1月末までの入室申込者は入室できているが、４月は待機が発生（R3.４ ５６人） 

③校庭開放 

 

a.学校が実施。実施２７校（６０％）、未実施１８校（４０％） 

ｂ.自由に遊べる場として学校の校庭開放は安全性の観点からも望ましいが、現状で

は安全管理の課題がある。 

④放課後自習教室 a.専門的な知識を持つ民間事業者を活用し、市が導入している学習コンテンツ及びタ

ブレットを使用した放課後自習教室を実施。 

ｂ. 【令和２年度】平均出席人数：1,148人/45校 １校あたり２５．５人 

⑤枚方子どもいきいき広場事業 a.土曜日を基本に、各校区で地域団体（43 校）や NPO 等（２校）により、地域の特色
や多様性を生かしたプログラムの提供を実施。実施団体には活動実績等に応じた補
助金を交付。 

ｂ.【令和２年度】実施予定回数：12回～46回/校 実施回数：2回～18回/校 

          平均参加数 4.5人～46.5人/校 
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３ 総合型放課後事業イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「留守家庭児童会室」と「放課後オープンスクエア（放課後子ども教室）」を一体的に運営する総合型放課後事

業を実施。 

→「放課後オープンスクエア（放課後子ども教室）」を実施することで、ニーズに応じて「留守家庭児童会室」

と「放課後オープンスクエア（放課後子ども教室）」を選択できる環境を整備 

 

 

 

全児童     希望する児童（全児童） 

 

 

 

 

 

平日 

三季休業期 

 

 

 

 

土曜日 

保育を必要とする児童 

 

枚方子どもいきいき広場事業  

総合型放課後事業（放課後キッズクラブ） 

 

放課後自習教室事業（小学生） 

 

放課後オープンスクエア 

（放課後子ども教室） 
 
（学校開放事業） 

放課後に、学校で子どもたちが安心して 

自由に遊べることができ、友だち同士で

色々な遊びを通じてふれあいの機会を 

広げられるよう、学校施設の一部を開放 

留守家庭児童会室運営事業 

 

保護者の就労や病気等により保育

を必要とする児童に適切な遊びや

生活の場を提供する場 

【就労・病気等の要件あり】 
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４ 基本的な考え方 

   以下の５つの基本的な考え方で取り組みを進めていきます。 

①  子どもの「３間」を大切にした安全な居場所の確保 

    不審者に対する不安や管理面、安全面など、現在の社会情勢では自由に遊べる場が限定されており、安

全な居場所が求められている。「時間」「空間」「仲間」の 「３間」を大切にした児童の安心できる居場所

として、子どもたちの見守り体制を確保し、大人主導とならないよう自主性を尊重した「児童の自由な遊

び場」を提供する。 
 

②  令和５年度から「留守家庭児童会室」と「放課後オープンスクエア（放課後子ども教室）」を一体的に運営する

総合型放課後事業を全校で実施 

    全ての児童を対象とした居場所づくりと増加する就学後の保育ニーズに対応するため、「放課後オープ

ンスクエア（放課後子ども教室）」を実施することで、ニーズに応じて「留守家庭児童会室」と「放課後

オープンスクエア（放課後子ども教室）」を選択できる環境を整備する。令和５年度から全校で総合型放

課後事業を実施することとし、令和４年度の準備期間は、より多くの児童に自由な遊び場を提供できる取

り組みを実施する。 
 

③ 民間活力を活用した取り組みの推進（運営委託、人材確保等） 

    放課後事業を実施する際の人材確保については、労働人口の減少や全国的な保育需要の高まりなどから

本市においても大きな課題となっている。実施に向けては民間活力を活用した運営委託の推進や、職員の

業務改善、ICT の活用等を総合的に勘案した上で実施する。 
 

④ 国庫補助金等を活用した財源の確保 

コロナ禍による影響を受け、限られた財源の中で事業を実施するためには、経費の抑制や国庫補助金を

積極的に活用して財源の確保を図る。 
 

⑤ モデル事業や先行実施での課題も踏まえた事業内容の確立 

        これまで行ってきたモデル事業や先行実施での課題を踏まえ、子どもたちの自主性や主体性を尊重し、

「子どもたちの自由な遊び場」を提供できるよう事業の内容を確立する。 
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５ 具体的な事業の方向性 

「放課後に関する取り組みのこれまでの状況」と「基本的な考え方」を踏まえ、次の方向性で事業を実

施する。 

 

（１） 全体的な方向性 

   ①「留守家庭児童会室」と「放課後オープンスクエア（放課後子ども教室）については、学校施設を活用し、一体的

に行うことで、綿密な連携や安定した運営基盤を確立することができることから運営団体は同一の団体とす

る。 

   

② 留守家庭児童会室の現状等も踏まえ、安定した運営を確保するため、民間活力を活用した運営委託の推進

を図り、令和５年度の総合型放課後事業実施は直営 22 校、委託 22 校とする。委託校については、運営ス

ペース等、学校の状況を踏まえ、決定する。また、今後の委託校の比率については、保育需要等も見極めな

がら検証を行う。 

 

（２） 事業別の方向性 

①事業の位置づけ 

事業名 内容 居場所 

生活 遊び 交流 体験 学び 

留守家庭児童会室 保護者の就労等により保育を必

要とする児童に適切な遊びや生

活の場を提供する場 

     

放課後オープンスクエア 

（放課後子ども教室） 

預かりの場ではなく児童の自主

性を尊重した自由な遊びの場 

     

放課後自習教室（小学生） 自学自習を目的とした学びの場      

枚方子どもいきいき広場 地域の特色や多様性を生かした

プログラムの提供を実施 
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②事業の方向性 

事業名 方向性 

留守家庭児童会室 放課後オープンスクエア（放課後子

ども教室）を全校で実施し一体的な

運営を行う。ニーズに応じて「留守

家庭児童会室」と「放課後オープン

スクエア（放課後子ども教室）」を選

択できる環境を整備する。 

就学後の保育ニーズに対応し、待機児

童の解消を図る。 

放課後オープンスクエア 

（放課後子ども教室） 

モデル事業や先行実施の検証を踏ま

え、子どもたちの自主性を尊重した見

守り型の「児童の自由な遊び場」の提

供を行う。 

放課後自習教室（小学生） 「放課後自習教室」の検証を令和４年度も引き続き実施し、総合型放課後事

業の令和５年度の実施に向けて整理する。 

枚方子どもいきいき広場 これまで通り土曜日を基本に、各校区において地域団体や NPO等により、

地域の特色や多様性を生かしたプログラムの提供を行うことにより、児童の

体験活動の場とするとともに、総合型放課後事業として連携を図る。 

③ 運営イメージ 

平日、土曜日、三季休業期に放課後オープンスクエア（放課後子ども教室）を実施（令和５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平日（月～金）

留守家庭児童会室

放課後オープンスクエア

（放課後子ども教室）

土曜日
（三季休業期の土曜日含む）

いきいき広場

放課後オープンスクエア

（放課後子ども教室）

三季休業期
（土・日・祝除く）

留守家庭児童会室

放課後オープンスクエア
（放課後子ども教室）

14 15 16 17 18 19

※いきいき広場を実施しない日は実施

8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 198 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 198 9 10 11 12 13
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④「留守家庭児童会室」と「放課後オープンスクエア（放課後子ども教室）」の概要 

 
留守家庭児童会室 

放課後オープンスクエア 

（放課後子ども教室） 

開室日 

平日、三季休業期等 

※土曜日の児童会室臨時開室は継続 

（年 10回程度） 

平日、土曜日、三季休業期等 

開室時間 

① 平日…13時 15分～19時 

② 三季休業期…8時～19時 

（上記①②については、18時～19時 

は延長保育) 

③ 土曜日の臨時開室…8時～18時 

① 平日…授業終了後～17時 

② 土曜日…9時～17時 

※「枚方子どもいきいき広場」の 

実施時間帯を除く 

③ 三季休業期…9時～17時 

（10月～3月の冬期期間は 16時 30分まで） 

利用料 

有料（保育料:一人につき月額 7,200円・延長保育

料：一人につき月額 1,000円） 

保育料については減免措置あり。 

無料（保険料等実費負担あり） 

対象 

実施小学校に通う小学１年生～６年生（実施校の校区に居住し実施校以外の学校に通う児童に

ついても対象とする）  

保護者の就労や病気等により、放課後に保育

を必要とする児童が対象（入室要件あり） 

全児童対象 

（入室要件なし） 

おやつの提供 
あり 

おやつ代：１人月額 2,000円 
なし 

運営スタッフ 
「留守家庭児童会室」と「放課後オープンスクエア（放課後子ども教室）」の２事業を１つの

実施主体が運営を行う。 

活動場所 

児童会室専用室、子ども教室専用室（余裕教室等を活用）をそれぞれの活動拠点とするが、ニ

ーズに応じて図書室、校庭、体育館も利用する。また、参加人数により、児童会室の指定専用

室で活動することもある。 

※運営に必要な施設は、空き教室だけではなく、既存活用教室の時間帯ごとの活用を図る。 
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総合的な運営 

の効果 

 すべての児童の安心できる居場所を確保することができる。 

 留守家庭児童会室に通う児童と通っていない児童が、開室時間帯において、一緒に遊ぶこ

とができる。 

 「留守家庭児童会室」と「放課後オープンスクエア（放課後子ども教室）」をニーズに応

じて選択できる環境が提供できる。 

 総合的に運営することで、窓口の１本化が図られ、児童の居場所の把握など、より安全安

心な環境が構築できる。 
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６ 令和５年度までの事業の流れ 

 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

対象 
全児童 

 
全児童 

 
全児童 

 

保育を必要とする
児童 

保育を必要とする
児童 

保育を必要とする
児童 

事業 

平
日
校
庭
開
放 

（一
部
の
学
校
） 

放
課
後
子
ど
も
教
室
４
校 

（土
曜
日
、
三
季
休
業
期
の
み
） 

留守家庭 
児童会室 

平
日
校
庭
開
放 

（全
校
）準
備
期
間 

自
由
な
遊
び
場
の
提
供 

放
課
後
子
ど
も
教
室
４
校 

（土
曜
日
、
三
季
休
業
期
の
み
） 

留守家庭 
児童会室 

放
課
後 

オ
ー
プ
ン
ス
ク
エ
ア 

（=

放
課
後
子
ど
も
教
室
） 

（全
校
）平
日
、
土
曜
日
、 

三
季
休
業
期 

留守家庭 

児童会室 

運営 
方法 

 
 

総合型放課後事業 
4校 先行実施 

 

総合型放課後事業 
4校 先行実施 

総合型放課後事業（一体型） 
全校 本格実施 

直営 2校 

委託 2校 
直営４３校 
委託２校 

直営 2校 

委託 2校 
直営４２校 
委託２校 

直営２２校、委託２２校 
 

 

 

７ 今後の整理事項 

時期 内容 

令和３年度 ■実施プランの策定 

→具体的な取り組みの方向性（実施手法、民間委託校数、実施時期、開室時間） 

令和４年度 ■詳細な運営内容の検討 

→放課後オープンスクエア（放課後子ども教室）登録方法、実費負担（保険料等） 

運営スペースの調整、安全対策、職員体制、委託事業者の選定等 

 


